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JIS 日本産業規格

Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｓｔａｎｄａｒｄ

「モノ」を測る・「モノ」を作る・「モノ」を売るための物差し

⇒  何も今に始まったものではない！

ひょっとしたら人類が出現した当時からあったのかも？
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度量衡

洋の東西を問わず紀元前数千年の古くから存在していた長さ（度），体積（量），
重さ（衡）の基準を定めた制度

⇒  租税や貨幣，土地制度などを確立するために，計量に用いられる単位

や器具を含む概念

西洋 ⇒  紀元前5000年から4000年頃，古代バビロニアでは高度な度量衡制度が創設されて

おり，時間や角度の係数法は現代でも世界的に用いられている

古代バビロニアでは最初は計数法にも度量衡にも十進法を使用していたが，やがて

時間，角度，貨幣も含めて60進法を使用するようになった

東洋 ⇒   黄河流域では紀元前1700年頃には度量衡制度があった痕跡が認められている。古代中

国の度量衡制度は紀元前221年に始皇帝によって統一された

ただし，単位系が整備されたのは王莽のときとされており，劉歆（りゅういん）により十進法

の単位系が組み立てられた
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古代エジプト ピラミッド群

約4500年前の紀元前2500年頃とされ，いずれもエジプト第4王朝期に建設
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パルテノン神殿

古代ギリシャ 紀元前447年に建設が始まり，紀元前438年に完工，装飾等は紀
元前431年まで行われた
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三内丸山遺跡

縄文時代前期中頃から中期末（約5900-4200年前）の大規模集落跡
約1,700年間にわたり人々が定住した痕跡があり，700棟以上の竪穴建物跡

7



法隆寺五重塔

建立から1300年以上を経て，今もなお建ち続ける世界最古の木造建築
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白鷺城

1346年（南朝：正平元年，北朝：貞和2年）の赤松貞範による築城
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計量の基準を定め，適正な計量の実施を確保することで，経済の発展と文化の向上に寄与す

ることを目的とした日本の法律

計量単位の統一や計量器の正確性を確保し，社会全体の計量に対する信頼性を高めることにより，消

費者の利益保護や公正な取引が実現される

● 一般計量  「特定計量器」

・ はかり : 肉や野菜の量り売り，薬の調剤，病院での体重測定などで使われるもの

・ ガスメーター・水道メーター・電力量計 : ガス，水道，電気の使用量を計るもの

・ 燃料油メーター : ガソリンスタンドなどで燃料の量を計るもの

・ タクシーメーター : 運賃を計るもの

・ 血圧計・体温計 : 医療現場や健康管理で使われるもの

・ 圧力計，騒音計，振動計，濃度計

・ 自動はかり : ウェイトチェッカーや組合せ計量機な，、2017年の法改正で特定計量器に追

加されたものもある

計量法
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● 環境計量（事業）   

水・大気・土壌中の物質の濃度，音圧レベル，振動加速度レベルの計量証明を行う事業

● 特定計量証明事業 （MLAP）

濃度の環境計量証明のうち，ダイオキシン類に関しては，特に「特定濃度」と呼ばれ，その 事業は特

定計量証明事業という

計量法
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◎ 1949年（昭和24年） 東京都工場公害防止条例

神奈川S26，大阪S29

◎ 1950年（昭和25年） 朝鮮戦争勃発 需要増加生産復興

◎ 1951～60年 分析会社設立10機関

◎ 1951年（昭和26年） 計量法

◎ 1958年（昭和33年） 水質保全法，工場排水規制法，水俣病

ばい煙規制法 ※ 「尺貫法」廃止

◎ 1968年（昭和43年） 大気汚染防止法

◎ 1961～70年 分析会社設立14機関 鉄鋼機械系

環境基準の導入と民間分析機関の成立の歴史的経緯
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◎ 1967年（昭和42年） 公害対策基本法

◎ 1968年（昭和43年） 大気汚染防止法…自動車排ガス，騒音規制法

◎ 1969年（昭和44年） 環境基準法

◎ 1970年（昭和45年） 水質汚濁防止法（環境基準，排水規制，監視測定）

◎ 1971年（昭和46年） 悪臭防止法 環境庁設置

◎ 1972年（昭和47年） 計量法改正（環境計量証明事業を追加）

◎ 1971～80年 分析会社設立80機関（公益3）

化学系分析会社がメイン

70年 秋田県公害技術センター 72年 （財）秋田県分析化学センター設立

◎ 1973年 日本環境測定分析協会設立

◎ 1974年（昭和49年） 計量法改正（計量証明事業登録制，環境計量士）

◎ 1981～90年 分析会社設立54機関（公益2）

◎ 1993年（平成5年） 環境基本法

◎ 1999年（平成11年） ダイオキシン類対策特別措置法

環境基準の導入と民間分析機関の成立の歴史的経緯
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日本産業規格

◎ JIS 日本産業規格 Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｓｔａｎｄａｒｄ ※ 日本工業規格 2019年7月1日改称

日本国の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法（1949年制定）に基づき制定される国家規格

表記 JIS A～Z **** －* : 2025
アルファベット 4桁数字 枝番 最新版年号

A（土木及び建築），B（一般機械），C（電子機器及び電気機械），D（自動車），E（鉄道），F（船舶），G（鉄鋼），H（非鉄金属），

K（化学）， L（繊維），M（鉱山），P（ﾊﾟﾙﾌﾟ及び紙），Q（管理ｼｽﾃﾑ），R（窯業），S（日用品），T（医療安全用具），W（航空），

X（情報処理），Z（その他）

⇒    例 JIS K 0102 : 2019，流れ分析法 JIS K 0170-1～9 : 2019

規格総数は2019年3月末現在で 10,773規格

国際規格 ＩＳＯは，英語・フランス語・ロシア語を公用語

・ISO規格（国際標準化機構） ・IEC規格（国際電気標準会議）

各国の規格（ローカル規格） 「度量衡」が起源

・JIS規格（日本）・DIN規格（ドイツ）・ANSI規格（ＵＳＡ）・BS規格（イギリス）・CSA規格（カナダ）・NF規格（フランス）

・GB規格（中国）など

国際標準化機構，略称:英・仏：ISO（アイエスオー，イソ，ア
イソ）露：ИСОは，各国の国家標準化団体で構成される
非政府組織 スイス・ジュネーヴに本部を置く，スイス民法
による非営利法人1947年2月23日設立
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〇 工業用水

工場での機械冷却，原料の希釈，製品の洗浄，工場内の清掃などに使用される。また，ビルやショッピングセン
ターの冷暖房，清掃用水，ごみ処理や下水処理における希釈水，洗浄用水など，多岐にわたる用途で利用され
ている。ただし，飲用には適していない

既存の工業用水道施設の老朽化や需要の変化に対応するため，試験結果は施設更新や共同利用の検討にも用いられている。既存
施設の共同利用 : 工業用水道施設の一部を上水道事業と共同利用することで，建設コストの削減や過剰な施設能力の有効活用
が図られている。この際，工業用水の高い水質基準が上水道の水質基準を満たすかどうかの確認に試験結果が用いられる

〇 秋田県工業用水道事業

施設概要としては，秋田市仁井田浄水場に隣接する一級河川雄物川右岸河床に設置している取水口から取水し，

浄水場内で沈殿及び薬品により 浄水を行った後，総延長約24.0KMの管路により24時間常時送配水を行っている

水源 一級河川雄物川表流水 157,500M3/日 玉川ダム貯留水 52,500M3/日

給水区域 秋田湾区域（飯島・向浜地区），御所野地区

給水能力 200,000M3/日 契約水量 130,120M3/日（令和7年4月現在）

給水事業者数 29事業者（令和7年4月現在）

供給水質 水温30℃以下，濁度10度以下，水素イオン濃度 PH5.5～8.0
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秋田県工業用水道施設概要（秋田市仁井田）
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〇 工場排水

工場で使い終わった水 工場排水には川や海に流されるもの以外に，土にしみ込んで地下水になるものも
含まれる。 仮に地下水に有害物質が含まれていると，川や海の汚染原因となるだけではなく，近隣住民の健康
被害につながる恐れもある

※ 【産業排水】 農林漁業などの第一次産業や製造・加工を行う第二次産業の事業活動から生じる排水の総称 肥料や農

薬を含む農業排水，畜産由来の排水，水産加工の排水，建設現場の濁水，工場排水などが該当する

〇 JIS K 0102 工場排水試験方法の制定 1964年

当時の社会状況 1 950年代 化学工場や鉱山からの有害物が河川や大気中にそのまま流出

⇒ 4大公害病 四日市ぜんそく，水俣病，新潟水俣病，イタイイタイ病

    1960年頃 秋田市新屋の十条製紙の工場排水により雄物川河口周辺の河川水が赤く変色，排煙からも

亜硫酸ガス等が流出，悪臭と周辺住宅のトタン屋根等の金属類が瞬時に錆びるなどの被害が

多発 ⇒ それを受けて71億円を投資して排水処理対策を取ったが，それが原因で経営が破綻した

その他，秋田製鍊. 東北製紙. 東北肥料. 三菱金属などでも同様の環境汚染が発覚

1970年7月 秋田県公害技術センター設立 1972年 （財）秋田県分析化学センター設立
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1970年代の分析技術

※ 当時のJIS K 0102は，まだ吸光度法が主流で機器分析による手法は少なかった

PH計，分光光度計，フレーム原子吸光，ガスクロマト，イオンクロマトなど

⇒  オートサンプラやPC処理はまだなし，記録計はアナログで装置は高額

⇒ HPLCは1960年代末に登場し医薬品，食品分野に導入されていたが，環境分析分野では

まだそれほど普及していなかった

※ 前処理の蒸留操作などの“従来法”はこの当時からの名残り

⇒ マントルヒーターの過熱ムラ，接続部から蒸気漏れ，分析者による操作ミス

など，必ずしも精度面でも問題がある

⇒ 小型蒸留装置はこれらを改善，試薬，電力，蒸留時間など優れている
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JIS K 0102群の概要
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従来の規格の課題

JIS K 0101（工業用水試験方法）及びJIS K 0102（工場排水試験方法）は，水質環境

基準や排水基準，土壌や廃棄物関連の規制など，環境関連の多くの法令･告示に引用

されているため，箇条番号などの変更が難しく，JIS Z 8301（規格票の様式及び作成方

法）に規定された様式への整備がなされないまま現在まで至っている ⇒ 規格内にある

｢備考｣の使用や要求事項を｢注｣として記載することが認められていないルール違反

両規格とも多くの箇条項目を含むため，見直しや改正作業など規格の維持管理の負担

が大きく，技術動向に即したタイムリーな改正が困難という課題があった

また1998年（平成10年）以降，水質試験方法のISO翻訳規格として80規格（JIS K 0400シリー

ズ）が制定されたが，試験方法の原理がほとんどJIS K 0102と同じで，これも整合性をしっかり検

討された上で，一体化し2008年に組み込まれた

その後も見直しの都度，最新のISO規格を和訳して随時追記されいる
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新規格制定への道のり

JIS K 0101とJIS K 0102は多くの測定項目が重複していることから，両規格を

統合し，見直し作業などの効率化を図ることとなった

これにより，JIS K 0101とJIS K 0102を統合した新たな規格として分冊化し，全

5部からなる「JIS K 0102規格群（工業用水・工場排水試験方法）」の制定が進

められ，2024年10月21日に全5部の制定が完了

21



統合・分冊化

必ずしも読みやすくなっ
たわけでもないかも？
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JIS K 0102規格群の概要

JIS K 0101とJIS K 0102では分析における注意事項や補足操作などが｢備考｣や

｢注｣として記載されているが，JIS Z 8301:2019 「規格票の様式及び作成方法」

では，｢備考｣の使用や要求事項を｢注｣として記載することが認められていない

新たな規格群を作成するにあたっては，｢備考｣や｢注｣に記載されていた測定操作

や要求事項は本体に組み込まれることとなった

また，有害試薬を使用する測定方法の見直しや近年の分析技術などを踏まえた試

験内容の一部見直しも行われた
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JIS K 0101/JIS K 0102の統合の流れ

現在は，JIS K 0101，JIS K 0102，JIS K 0102規格群が併存している

今後，JIS K 0102規格群（:2021）への引用変更が進み，規格利用者の混乱が

解消される適切な時期に廃止を予定

JIS K 0101:2017（2026年度以降），JIS K 0102:2019（2025年度内）

規格番号 規格名称

JIS K 0101 工業用水試験方法

JIS K 0102 工場排水試験方法

JIS K 0102-1 工業用水・工場排水試験方法－第１部：一般理化学試験方法

JIS K 0102-2 工業用水・工場排水試験方法－第２部：陰イオン類，アンモニウムイオン，有機体窒素，全窒素及び全りん

JIS K 0102-3 工業用水・工場排水試験方法－第３部：金属

JIS K 0102-4 工業用水・工場排水試験方法－第４部：有機物

JIS K 0102-5 工業用水・工場排水試験方法－第５部：微生物及び生物学的影響

規格番号 規格名称

JIS K 0101 工業用水試験方法

JIS K 0102 工場排水試験方法

JIS K 0102-1 工業用水・工場排水試験方法－第１部：一般理化学試験方法

JIS K 0102-2 工業用水・工場排水試験方法－第２部：陰イオン類，アンモニウムイオン，有機体窒素，全窒素及び全りん

JIS K 0102-3 工業用水・工場排水試験方法－第３部：金属

JIS K 0102-4 工業用水・工場排水試験方法－第４部：有機物

JIS K 0102-5 工業用水・工場排水試験方法－第５部：微生物及び生物学的影響
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公定分析法の変更へ（告示改正）

JIS K 0102の分冊化を受けて環境省では，水質環境基準を始めとする環境関連

法規に規定されている公定分析法の変更について検討を進め．2024年10月28

日付でパブリックコメントの募集を行った（締切済み）

① JIS K 0102を引用する公定分析法の引用番号変更

② 導入が適当である新たな分析方法の公定分析法への適用
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改正対象の主な法令（水質関係）

○ 水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年12月環境庁告示第59号）

○ 排水基準を定める省令の規定に基づき環境大臣が定める排水基準に係る検定方法

（昭和49年9月環境庁告示第64号）

○ 地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成9年3月環境庁告示第10号）

○ 水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法

（平成元年8月環境庁告示第39号）

○ 水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法

（平成8年9月環境庁告示第55号）

○ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則

第五条第二項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法（平成7年6月16日環境庁告示30号）
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改正対象の主な法令（土壌・悪臭関係）

○ 土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月環境庁告示第46号）

○ 地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法を定める件

（平成15年3月環境省告示第17号）

○ 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件（平成15年3月環境省告示第18号）

○ 土壌含有量調査に係る測定方法を定める件（平成15年3月環境省告示第19号）

○ 特定悪臭物質の測定の方法（昭和47年5月30日環境庁告示9号）

○ 臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法（平成7年9月13日環境庁告示63号）
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改正対象の主な法令（廃棄物関係他）

○ 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（環告13号）

○ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等

に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法（環告14号）

※ どちらも令和7年10月1日施行
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改正の内容

○ 各告示に引用している規格番号について，分冊化に伴い変更された新たな規格番号への変更

○ 近年の分析技術などに関する検討を踏まえ，公定分析法への導入が適当である新たな分析

方法を公定分析法に位置づけ
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改正の内容
各告示にて引用している規格番号について，分冊化に伴い変更された新たな規格番号へ

の変更

【変更の一例】

六価クロム JIS K 0102 65.2.1 （ジフェニルカルバジド吸光光度法）
⇓

JIS K 0102-3 24.3.1 （ジフェニルカルバジド吸光光度分析法）

全窒素 JIS K 0102 45.2 （紫外線吸光光度法）

⇓

JIS K 0102-2 17.3 （酸化分解－紫外線吸光光度分析法）

銅・亜鉛・鉛等 フレーム原子吸光法→フレーム原子吸光分析法

●●クロマトグラフ法から●●クロマトグラフィー

亜硝酸イオン，硝酸イオン等：イオンクロマトグラフ法→イオンクロマトグラフィー
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改正の内容

告示からJISへ移行した項目

ふっ素，大腸菌数，LAS，N-ヘキサン抽出物質，有機燐化合物

⇒ 告示第59号の付表8番以降がずれて，削除になっている付表もある

付表8番以降というと1,4-ジオキサン，ノニルフェノール，底層DO

⇒  環告64号 4 排水基準 鉛

ICP発光で分析するときの前処理方法が「溶媒集抽出」又は「キレート処理」の2つに限定

13.4（ICP発光分光分析法）に定める方法

4.2.4.4（1-ピロリジンカルボジチオ酸アンモニウム（APDC）とヘキサメチレンアンモニウム-ヘキサメチ

レンカルバモジチオ酸（HMA-HMDC）とによる溶媒抽出法）又は4.2.4.5（キレート樹脂による固相抽出法）

に定める操作を行うものとする
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JISから引用する箇条の変更（JIS K 0102-1の項目）
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JISから引用する箇条の変更（JIS K 0102-2の項目 1）
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JISから引用する箇条の変更（JIS K 0102-2の項目 2）
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JISから引用する箇条の変更（JIS K 0102-3の項目 1）
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JISから引用する箇条の変更（JIS K 0102-3の項目 2）
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JISから引用する箇条の変更
（JIS K 0102-4，JIS K 0102-5の項目）
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改正の内容

● 近年の分析技術などに関する検討を踏まえ，公定分析法への導入が適当である

新たな分析方法を公定分析法に位置づけ

【主な変更点】

● 小型蒸留装置の採用 「大型の蒸留フラスコを用いる方法」と「小型の蒸留フラスコを用いる方法」

全シアン，ふっ素，アンモニウムイオン，フェノール類 試料を「空試験」で補正する

※ 蒸留時の回収率について「80 ％～120 ％であることが望ましい」

● 還元蒸留-サリチル酸-インドフェノール青吸光光度分析法の採用

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

● 水質環境基準告示（環告59号）付表からJIS K 0102規格群へ引用変更

ふっ素（イオンクロ法），大腸菌数（水質環境基準），ＬＡＳ，N-ﾍｷｻﾝ抽出物質，

有機燐化合物
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改正の内容

【主な変更点】

● 一部試験方法の削除

セレン（吸光光度法），全窒素（硫酸ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾆｳﾑ還元法），

有機燐化合物（薄層クロマト分離法）

● 環告59号付表9（浮遊物質量）の変更

乾燥後の浮遊物質量を5mgから2mgへ

● ICP-MS法の追加（環告64号付表の追加）

溶解性鉄含有量
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改正の内容

【主な変更点】

● CODMnの銀粉末を入れるときは「水5 mL」追加して，空試験も同様に操

作 ※CODMn ： 100℃における過マンガン酸カリウムによる消費量（CODMn）

→   酸性過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（CODMn）

● BODの硝化細菌抑制操作は，必ず行うのではなくて必要時に行う

● 金属試験の酸の表記はモル濃度表記に変更

● 金属は前処理方法と試験方法が共通事項に記載

⇒ 元素ごとに決められている部分もあるので注意！

●排水基準の告示64号 ⇒  大腸菌群数から大腸菌に変更，下水の検定方法（厚生省・建

設省令第1号）の内容も「特定基質酵素培地平板法」に変更
Pb ⇒ ICP発光で分析するときの前処理方法が「溶媒集抽出」又は「キレート処理」の2つに
限定
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改正の内容 41



まとめ

• 各試験項目に共通する事項（標準液，前処理操作，分析方法など）を共通事項としてまとめて

規定

• 前処理後，分析装置にかける前の試料は「測定用試料」と記載することで統一

• 定量範囲の規定変更 「最終溶液中の濃度」 ⇒ 「測定用試料中の濃度」

• 標準液 各自調製が主 ⇒ 計量トレーサビリティが確保されたものが主

• 空試験は，準備操作で用いた試料と同量の水をとり，試料と同様に準備操作を行った後，試料

について得た各測定対象元素の指示値を補正

• 操作ブランク測定は試料及び標準液ともに「空試験」としていたが，標準液に対しては「検量線

用ブランク溶液」とし，標準液と同じ操作を行って，混合標準液について得た各測定対象元素

の指示値を補正

• 高純度試薬の酸と水との混合比は近似のモル濃度で表す 例：硝酸（1+1）⇒硝酸（7mol/L）

• ふっ素，シアン，アンモニウムイオンの空試験は蒸留操作を含めて行うよう変更
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